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１ 地震の概要
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令和６年能登半島地震の概要 （令和６年１月１日16時10分の地震）

○ 令和６年（2024年）１月１日16時10分にマグニチュード（M）7.6、深さ16kmの地震が発生し、石川県輪島市（わじま
し）、志賀町（しかまち）で震度７を観測したほか、北海道から九州地方にかけて震度６強～１を観測。

○ この地震により石川県能登に対して大津波警報を、山形県から兵庫県北部を中心に津波警報を発表し、警戒を呼びかけ。
○ 気象庁では、１月１日のM7.6の地震及び令和２年（2020年）12月以降の一連の地震活動について、その名称を「令和６

年能登半島地震」と定めた。
■震度分布図

１月１日16時10分の地震

■津波警報等発表状況（１月１日16時22分発表）

震度７：石川県志賀町

震度７：石川県輪島市
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■津波の観測状況



○ １月１日に発生したM7.6（最大震度７）の地震の震源域では、地震活動が低下してきているものの、M7.6の地震の発生前
と比較すると地震活動は依然として活発。

○ 2020年12月以降の一連の地震活動は当分の間続くと考えられ、M7.6の地震後の活動域及びその周辺では、引き続き強い揺
れを伴う地震に注意。海底で規模の大きな地震が発生した場合、津波にも注意。

■ 陸のプレートでの主な地震活動の
地震回数比較（M3.5以上）

■震央分布図

（2020年12月１日～2024年7月26日12時00分、深さ０～30km、M3.0以上）
※2024年１月１日以降の地震を赤く表示
※吹き出しは、最大震度６弱以上の地震又はM6.0以上の地震 4

令和６年能登半島地震の地震活動の状況（震源域等）

「平成５年（1993年）北海道南西沖地震」（M7.8）

「昭和58年（1983年）日本海中部地震」（M7.7）

「平成28年（2016年）熊本地震」（M7.3）
（注2）

「平成20年（2008年）岩手・宮城内陸地震」（M7.2）

「平成７年（1995年）兵庫県南部地震」（M7.3）

「令和６年能登半島地震」（M7.6）
（注1） 611回

回数（回）

※この資料は速報値であり、後日の調査で変更する場合がある。
※今回の地震のマグニチュードについては、これまでの最大を示している。
（注1）2024年1月1日16時10分（M7.6）の地震を起点にカウントしている。
（注2）2016年4月14日21時26分（M6.5）の地震を起点にカウントしている。



令和６年能登半島地震に伴う地殻変動

○電子基準点の観測データの解析により、電子基準点「輪島2」で南西方向に約2.0mの変動が見られた。
○国土地理院による「だいち２号」観測データの解析により、輪島市西部で最大約4mの隆起が見られた。

【出典】国土地理院
https://www.gsi.go.jp/BOUSAI/20240101_noto_earthquake.html#8-2

鹿磯（かいそ）漁港で約4mの隆起を確認

地殻変動（水平方向） （2024年2月15日 第5報）

【出典】国土地理院
https://www.gsi.go.jp/chibankansi/chikakukansi_20240101noto_5.html

「だいち２号」の観測データの解析結果（1月2日公表）
地殻変動（準上下方向） （1月19日更新）

電子基準点の観測データの解析結果（1月１日公表）

黒い

南西方向に約2ｍの変動

基準期間:2023-12-25〜2023-12-31[F5:最終解]
比較期間:2024-01-02〜2024-01-02[F5:最終解]

電子基準点 輪島２

空中写真による被災前後の比較（長橋漁港）

【出典】地理院地図

令和6年1月2日撮影 平成22年4月24日撮影

長橋漁港
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空中写真判読による斜面崩壊・堆積分布、津波到達範囲の状況

珠洲市

能登町

輪島市

石川県珠洲市、能登町及び志賀町の３市町において、合計約190haの津波による浸水を
確認。特に浸水範囲の広い珠洲市における浸水深は、約４mに達したと想定。

津波被害

津波による浸水被害

珠洲市宝立町

珠洲市宝立町

輪島市役所

珠洲市役所

能登町役場

国土地理院では、空中写真撮影を1月2日から実施
斜面崩壊・堆積分布図は、1月3日25時からHPで公開
津波浸水域（推定）は、1月5日20時からHPで公開
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7

津波痕跡高の整理

土木学会「能登半島地震津波調査グループ」による調査結果を基に整理されたもの。



２ 被害の概要（人的被害、主要インフラ等）
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○地震による建物の倒壊・損壊に加え、輪島市では市街地の火災による「複合災害」が発生。
○石川県珠洲市、能登町及び志賀町の３市町、新潟県上越市では、津波により約200ha浸水。
○石川県、富山県、新潟県の広い範囲で、液状化による被害が発生。

住宅、ライフライン等の甚大な被害

津波の引き波による住宅２階部分の
流出状況（能登町）

焼失した市街地を北側から撮影した様子（輪島市）建築物の損壊状況（七尾市）

※ 【写真出典】国土技術政策総合研究所現地派遣者
および石川県知事会見資料より

＜死者・負傷者、住宅被害＞
※新潟県の公表資料において新潟市の住家被害(罹災証明申請数)は本表に反映していない
※富山県の公表情報において住家被害の「未分類」と表記されている情報は本表に反映していない
※石川県の死者数は石川県の公表資料に基づく

木造建築物の倒壊状況（穴水町）
液状化による地盤の流動状況（内灘町）

（令和6年8月21日16:00 消防庁）死者 341名（うち、災害関連死112名） 負傷者 1,334名死者・負傷者

（令和6年8月21日16:00 消防庁）全壊 6,273戸 半壊 20,892戸 床上・床下浸水 25戸
一部損壊 99,488戸住家被害

（令和6年1月2日5:00 内閣府）
（令和6年8月21日14:00 内閣府）

最大 51,605名（1道9県1府）
現在 869名（石川県）避難者数

（令和6年3月15日13:00 経済産業省）最大 約40,000戸（北陸電力管内1/1 16:10時点）
現在 安全確保等の観点から電気の利用ができない家屋等を除き復旧(石川県）停電

（令和6年7月30日14:00 国土交通省）最大 約137,000戸（石川県、富山県、新潟県、福井県、長野県、岐阜県）
現在 早期復旧が困難な地区を除いて、断水解消。断水

■被災状況
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人的・住家・主要ライフライン被害（液状化被害）
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○道路、上下水道施設を中心に甚大な被害が発生。

インフラの甚大な被害

国道249号大谷トンネル（珠洲市） 国道249号道の駅千枚田付近（輪島市）

能越自動車道、北陸自動車道、国道249号（石川県管理）、国道8号等で被災通行止め
（北陸自動車道は1/2、国道８号は1/27に通行止め解除。能越自動車道は7/17に全区間
で対面通行確保（越の原IC～穴水ICの能登大橋付近は9/10までに対面通行確保））

道路

5月31日時点において、早期復旧が困難な地区を除いて、断水解消。上水道

処理場33施設（石川県・新潟県・富山県）、ポンプ場14個所（石川県）
管路施設（石川、新潟、富山、福井県の62市町村のうち32市町村で被害無、

30市町村で応急対応により流下機能確保済み）
下水道

4水系4河川16個所で施設損傷等（国管理）、66水系113河川で施設損傷等（県管理）
河原田川、山田川等で土砂崩れによる河道閉塞が発生河川

22海岸で堤防護岸の損傷等を確認（石川県管理の宝立正院海岸、三崎海岸等）海岸

456件（新潟県18、富山県13、石川県424）土砂災害

22港（石川県・富山県・新潟県・福井県）で防波堤や岸壁、ふ頭用地等に被害が発生港湾

能登空港（滑走路上に深さ10センチ長さ約10メートル以上のひび割れ4～5個所）空港

運転を見合わせている路線：なし鉄道

輪島港の被災（輪島市）

下水道マンホールの浮き
上がり（輪島市）

※ 【写真出典】国土交通省道路局
WEBサイトおよびTEC-FORCE撮影

浄水場から配水池へ向かう水道
管の破損・露出（輪島市）

岩屋浄水場の被災（七尾市）

■被災状況 （令和6年8月27日14:00国土交通省）
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能登空港の被災（穴水町）



主要インフラの被害（道路）

からすがわ
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主要インフラの被害（下水道）
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主要インフラの被害（河川、海岸、土砂災害）
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主要インフラの被害（港湾、空港）
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主要インフラの被害（鉄道）

（のと鉄道提供）

（JR西日本提供）

（JR西日本提供）
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令和６年能登半島地震による港湾の被害の概況

■ 北陸地方の29港のうち、22港で被害が発生。

重要港湾

地方港湾（避難港を含む）

国際拠点港湾

被害あり：赤着色、被害なし：黒着色

岸壁背後の沈下

七尾港（管理者：石川県）

臨港道路の亀裂

伏木富山港（管理者：富山県）

穴水港（管理者：石川県）

岸壁の破壊

福井港（管理者：福井県）

臨港道路の噴砂

岸壁背後の沈下

輪島港（管理者：石川県）

約２ｍ

約１ｍ

小木港（管理者：石川県）

岸壁背後の沈下

岸壁背後の沈下

宇出津港（管理者：石川県）

約30cm

飯田港（管理者：石川県）

岸壁の変位

防波堤の沈下

半ノ浦港（管理者：七尾市）

17ふ頭用地の亀裂

直江津港（管理者：新潟県）

ふ頭用地の沈下

金沢港（管理者：石川県）



被害状況（津波によると思われるもの） 【飯田港】

津波浸水域
※北國新聞より

押し寄せる津波（上戸町北方）※

漁船等の転覆

防波堤の損傷
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漁船等の散乱

※日経XTECHより

泊地埋塞

漁具等の沈降物

沈船

被災した防波堤のケーソン

防波堤ブロックの散逸

津波等による水域の被災状況



被害状況（地盤の隆起によると思われるもの） 【輪島港】

輪島港漁船だまり 等深線図

測量年月日：令和6年1月19・20日

座礁している漁船

約1m程度の隆起が発生

被災前

被災後

船だまりの被害状況
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泊地（水深３～４ｍ）

水深３ｍ以下



３ みなとの復旧・復興に向けて
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発災直後の対応

安否確認

港湾施設の被災状況の確認

係留施設の利用可否の判定

船舶による支援活動の展開（水・食料・生活用品、休憩場所）

応急復旧（測深、浚渫、サルベージ、段差解消）

本格復旧

発災

能登地域の６港湾
国による管理の一部の実施
［港湾法第55条の３の３］

水深4.5m以深の16岸壁中9岸壁の利用が可能であることを１/5までに確認）

官民の支援船舶の利用調整

能登地域の６港湾＋和倉港（七尾市）＋伏木富山港
国による代行復旧
［大規模災害復興法第45条、第48条］

七尾港、輪島港、飯田港、宇出津港、小木港、穴水港



地震後の施設の点検・利用可否判断

現地派遣の
研究所職員

国総研・港空研 本省港湾局

北陸地方整備局

七尾港 大田地区 金沢港 南地区穴水港 大町地区

利用可否を判断し
Webページで公表

現地調査で
技術的に助言

技術的検証を
加えて報告

被害状況に関する
技術的見解を速報

石川県からの要請を受けて、能登半島の６港湾の港湾施設の一部を国が管理。
地震発生の翌日より、地整・国総研・港空研職員がTEC-FORCEとして現地入りし、施設の点検
や利用可否判断に必要となる情報収集等を実施。
現地の研究所職員の見解も踏まえた被害調査報告に基づき、係留施設の利用可否判断を実施。
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利用可否判断のフロー



利用可否判断の事例

【例１】 簡易な計測と過去の設計計算で即日判定した事例
七尾港 矢田新さん橋（第一西）（耐震強化岸壁） （設計水深 -7.5m）

設計時の解析結果※を備えてあったため、これを参照
することで、利用可否判断にかかる時間を短縮できた。
※L2地震を作用させる動的解析を実施し、桟橋上部工の変位

量と桟橋杭の照査結果を整理したもの。

経過時間

地震発生
1/1 16:10

給水支援船 接岸
1/3 18:00頃

24時間

津波注意報の解除
1/2 10:00

48時間

現地調査
1/3 11:00頃

1/3 12:30頃
利用可否の議論・判断
条件付で利用可

調査団移動

関係者への情報提供等

0時間

←法線は被害少なく見える

桟橋背後は被害あり↓
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標準断面図



耐震強化岸壁の被災状況（七尾港、金沢港）

■今般の地震において特に被害の大きかった石川県における耐震強化岸壁は、七尾港（矢田新さん橋）および金沢港（無量寺岸壁）の２港

にのみ整備がなされている。

七尾港
（矢田新さん橋（第一西）、水深7.5m、延長220m）

金沢港
（無量寺岸壁、水深10m、延長260m）

○被災状況

・桟橋部に２０～３０ｃｍ程度の

変位が発生。

・一部の渡版が破損。

○利用条件

・桟橋本体は接岸・係留は可能

だが、慎重に接岸する、陸側

から海側への強風等による牽

引力に注意することが必要。

・桟橋部・渡版（岸壁法線から

約１１ｍ）には車両等の重量

物の積載不可。

○利用状況

・上記の利用条件は桟橋の変

位に起因するものであったこ

とから、応急復旧による利用

条件解消は困難と判断。

・このため、緊急物資の荷下ろ

し等の際は、車両を渡版より

陸側に着け、船舶との間（約１

１ｍ）は人力にて運搬等の対

応を行った。

○被災状況

・岸壁に変位等の損傷なし。

○利用状況

・支援船舶の補給等のために利用。

桟橋部 約9.5m 渡版 約1.5m
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標準断面図

被災状況

支援船の利用状況

地震後の状況

支援船の利用状況



応急復旧の状況（輪島港）

応急復旧の実施状況（1/5）

応急復旧実施箇所

マリンタウン岸壁（水深７．５ｍ）は、岸壁本体（重力式）の被

害は軽微だったものの、岸壁背後に最大約２ｍの沈下が生じた。

また、地盤隆起等により水深が１～２ｍ程度浅くなっている。

岸壁本体の被災状況 岸壁背後の被災状況

【時系列】

１月２日 現地点検開始

→岸壁の利用可否判断の開始

同日 応急復旧の実施決定

４日 利用可否判断終了

→条件付き利用可能
（車両の岸壁進入不可、地盤隆起等により1～2m程度浅くなっている）

同日 支援船（第１船）入港

同日 応急復旧現地着手

５日 応急復旧概成

→車両による岸壁までのアクセスが可能に

14日 海上保安庁による測量実施

29日～ 岸壁前面の土砂除去作業

応急復旧に必要な資機材を現地で調達※

することにより、早期の復旧が可能となった。
※砕石：岸壁背後の駐車場の路盤材を流用

重機：発災前より輪島市内にあった重機を活用

25
土砂除去作業の実施状況（1/29）



被災した港湾施設の応急復旧や支援船等の利用調整

応急復旧実施箇所

応急復旧後の状況

自衛隊車両の利用（１月５日）

応急復旧後の状況

民間２船（RORO船等）の利用（１月11日）

○ 能登地域の港湾においては、岸壁背後の沈下や液状化により、多数の岸壁で車両による岸壁までのアクセスが困難となった
○ 支援物資輸送の中核となる水深４.５ｍ以深の岸壁への車両アクセス経路を確保するため、応急復旧を実施することで、

支援物資輸送等の円滑な実施に貢献している。

輪島港では、岸壁背後に最大２ｍの沈下が
発生。応急復旧により車両のアクセス経路を
確保（１月５日）。

飯田港では、岸壁背後のアクセス経路にうねり
が発生。応急復旧により、車両のアクセス経路
を確保（１月９日）。

支援船等の利用調整

九州地整の所有する作業船「海翔丸」
による支援物資の輸送（七尾港、1/7）

支援物資の輸送や給水支援等のため、岸壁
の利用調整を実施。
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支援船等の利用調整による港湾の利用の最適化

港湾 施設

輪島港
マリン
タウン

矢田新
(第二
東)

矢田新
(第一
西)

大田3
号

1/９（火）1/7（日） 1/8（月） 1/10（水） 1/11（木） 1/12（金）

飯田港 -4.5m

七尾港

1/3（水） 1/4（木） 1/5（金） 1/6（土）

さ

ど

多用途支援艦

ひうち
（海上自衛隊）

巡視船

さど
(海上保安

庁)

豊島丸
(ピースウィン

ズ・ジャパン)

豊

島

丸

海翔丸
(九州地方

整備局)

豊島丸

調
査
完
了

調
査
完
了

調
査
完
了

巡視船のと
（海上保安庁）

海

翔

丸

巡視船

だいせん
(海上保安庁)

巡視船の

と

巡視船

ざおう
(海上保安庁)

調
査
完
了

巡視

船

やひ

こ
(海保)

巡視船

でじま
(海上保安庁)

豊

島

丸

豊島丸

ナッチャン

World

（防衛省）

さ

ど

で

じ

ま

さ

ど

巡視船

みうら
(海上保

安庁)

ひうちフェリー粟国→

(日本財団)

←巡視艇

かがゆき

(海保)

フェリー粟国→

←東駿

丸
(東ソー

物流)

護衛艦せんだい
（海上自衛隊）

ざ

お

う

調
査
完
了

海上保安庁の巡視艇による給水支援（七尾港、1/14）

被災した港湾施設の応急復旧



○令和６年１月１日（月）石川県能登地方を震源とする最大震度７ 、５強の地震が連続して発生し、日本海側に大津波警報が発表された。
○北陸地方を中心に43市16町4村とホットラインを構築し、被災地支援のため各地（北陸、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州地整、北海道開発、

沖縄総合、北陸信越、北海道、東北、関東、中部、近畿、神戸、中国、四国運輸、東京・大阪航空局、地理院、国総研、土研、建研、港空研、気象庁、国土交通本省）からＴＥＣ-ＦＯＲＣＥを派遣。
○被害全容の迅速な把握のため、国交省が所有する防災ヘリ４機（ほくりく号、みちのく号、あおぞら号、きんき号）とCar-SAT３台による広域被災状況調査を実施。
○土砂崩れ等により通行不能となった県、市町管理道路に対して建設業者と連携した道路の緊急復旧（道路啓開）を実施。
○断水となった地域へ給水機能付散水車による給水支援や（独）水資源機構が保有する可搬式浄水施設を投入。被災を受けた上下水道施設の復旧にあたっては、厚生労働省と
連携して復旧支援を実施。また資材調達要請に応えた物資支援を実施。

○停電が長期にわたる避難所等へ、照明車を電源車として派遣し、被災者への電源支援を実施。
○被災状況調査では道路、河川、砂防、海岸、鉄道、港湾、空港等の調査を実施。また、建築物の応急危険度判定を実施。
○災害対策用機械（照明車、衛星通信車、対策本部車、待機支援車、排水ポンプ車、バックホウ、Ku-SAT）を派遣し、各地の被害に対する応急対策等を実施。

TEC-FORCEの活動

■リエゾン・JETTによる情報支援
○リエゾンによる支援ニーズの聞き取り、

被災情報の提供・収集等を実施

珠洲市長へ支援ニーズの確認
（石川県珠洲市）

■自治体が管理する公共施設の被災状況調査
○道路、河川、砂防、港湾等の公共施設等の被害調査を実施
○上空や車上から広域の被災状況調査を行い、調査映像を自治体と共有

道路の被災状況調査
（石川県内灘町）

ドローンを使った被災状況調査
（石川県輪島市）

■緊急復旧（道路啓開）

建設業者と連携した道路の緊急復旧
（石川県輪島市）

○通行不能となった県市町管理道路の
緊急復旧を行い、孤立解消や支援物
資等の輸送路を確保

■給水機能付散水車、可搬式浄水施設による給水支援

○断水となった地域へ、給水機能付き散水車による給水支援を実施
○水資源機構所有の可搬式浄水施設２台を投入し浄水活動を実施

給水機能付散水車による給水支援
（石川県かほく市）

可搬式浄水施設の設置
（石川県珠洲市）

■上下水道施設の復旧支援

七尾市長へ支援方針について説明
（石川県七尾市）

○国交省・厚労省職員が現地で連携
し支援

被災建築物応急危険度判定
（石川県穴水町）

■被災建築物の応急危険度判定
○国交省職員が現地で建築物の外観

調査を実施し、倒壊の危険性などを判
定

■照明車による電源支援

避難所へ照明車からの電源支援
（石川県輪島市）

○国交省所有の照明車を停電中の避
難所へ接続、給電する電源支援を実
施

■待機支援車を活用した活動支援

待機支援車による宿泊場所の確保
（石川県輪島市）

○国交省所有の待機支援車を派遣し、
宿泊場所として活用し復旧事業等へ
の活動支援を実施

・TEC-FORCE派遣人数 のべべ 25,967人・日
・災害対策用機械等 のべ 6,748台・日
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ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥの派遣実績（能登半島地震）

○令和６年能登半島地震は、のべ派遣人数が歴代２位、日最大派遣人数は歴代３位の派遣規模。

派遣数

派遣日数

日最大派遣人数
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熊本地震と能登半島地震へのTEC-FORCE（人員及び機械）派遣状況

H28熊本：人員

H28熊本：機械

R6能登：人員

R6能登：機械

※発災から3ヶ月の比較

のべ派遣人数

（参考・派遣期間）
・熊本地震 ：Ｈ28年4月14日～Ｈ28年8月 5日（114日間）
・能登半島地震：Ｒ 6年 1月 1日～Ｒ 6年5月31日（152日間）



物資等の海上輸送支援

○ 被災地をはじめとした関係者のニーズの摺り合わせ等も行いながら、民間船舶による物資等の海上輸送支援を実施。
○ あわせて、長距離フェリー等による緊急車両や物資等の広域輸送も実施。
○ また、被災者の生活・生業の再建に伴う物資・資機材等の輸送需要に対して、海上輸送の活用も検討いただけるよう、「令和６年

能登半島地震に係る海上輸送窓口」を設置。

輪島港

飯田港

七尾港

輪島港（1/10,17,18,2/7）、珠洲飯田港（1/11,14,19）に入港。
発電機や灯油、軽油、シャワールーム等の支援物資を輪島市及び珠洲市に輸送

輪島港に支援物資を積み下ろす（1/10）飯田港に支援物資を積み降ろす（1/14）珠洲市に設置された水循環式シャワー室及び手洗い場（1/14）

珠洲飯田港（1/31～）に入港。
道路用資材・仮設住宅資材を輸送。

七尾港（１/12）に入港。
水や保存食等の支援物資を七
尾市に輸送。

＜民間船舶による海上輸送事例＞

①（公財）日本財団による、和幸船舶（株）のRORO船「フェリー粟国」を活用した物資輸送

③（株）田中建材による、新川内航海運（協）の「第十二神徳丸」を活用した物資輸送

②コーウン・マリン（株）（荷主（東ソー（株））、オペ（東ソー物流（株）））の「東駿丸」を活用した
物資輸送

①

①③

②

七尾港への着岸の様子 積み下ろしの様子

第十二神徳丸 29
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海上保安庁における支援

輪島市へ食料品等輸送

輪島港へ消防職員搬送

【人員】
〇警察職員、電力会社職員等延べ85名を輪島港、飯田港等に搬送
【物資】
○食料品、飲料水、毛布等を珠洲市、輪島市等に輸送

【給水支援】
○七尾港及び輪島港岸壁に着岸した巡視船艇から自衛隊給水車等に給水
七尾港：合計2,926台 7,862トン
輪島港：合計11台 26.5トン

飯田港及び輪島港へ
北陸電力職員搬送

輪島港へ毛布及び飲料水輸送

【人員】 【物資】

七尾港

七尾港

【給水支援】
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警
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港湾業務艇による測量
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慮した。



ナッチャン Worldはくおう区 分

外 観

２００８年１９９６年竣 工

約１０，５００ｔ約１７，４００ｔ総トン数

約１１３ｍ約１９９ｍ全 長

約３０ｍ約２５ｍ全 幅

３０ノット
（約５５ｋｍ／ｈ）

２９．４ノット
（約５４ｋｍ／ｈ）

最大速度

旅客：５０８名
車両：普通自動車１１０台＋大型車５０台

旅客：５０７名
車両：大型車約２００台

最大積載量

水深：６ｍ以上、バース長：１３０ｍ以上水深：９ｍ以上、バース長：２２０ｍ以上着岸条件

北海道函館市（函館港）兵庫県相生市（相生港）係留地

「はくおう」及び「ナッチャンWorld」による被災地支援

32

○防衛省が、ＰＦＩ方式により契約している民間船舶である「はくおう」及び「ナッチャンWorld」を七尾港に派遣（１/14～３月末）

被災者の休憩場所 支援者の休憩場所



港湾機能の早期回復と地域のなりわい再生に向けた取組方針
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写真⑥ 能登空港

〇能越自動車道の石川県管理区間、国道２４９号沿岸部、国道２４９号沿いの地すべり対策事業、河原田川の河川・砂防事業、町野川の砂防事業
について、道路法、河川法及び地すべり等防止法等に基づき、国が石川県に代わって本格的な災害復旧の代行等を実施。

○さらに、大規模災害復興法に基づく石川県や富山県等からの要請を踏まえ、輪島港や能登空港、宝立正院海岸、国道２４９号沿岸部における地すべり
対策等、国が災害復旧工事の代行を実施。

写真⑤ 能越自動車道の道路崩壊

至 輪島市

至 金沢市

建設海岸
港湾海岸
漁港海岸
津波浸水範囲

上戸町

正院町

宝立町

飯田町

宝立
正院
海岸

飯田港

宝立正院海岸
飯田港海岸

写真⑦ 宝立正院海岸

権限代行等の実施箇所

河川・砂防 河原田川
かわらだ

空港 能登空港

地すべり ７箇所
国道249号沿岸部関連土砂災害
（地すべり等防止法に基づく直轄事業４箇所を含む）

８港湾

七尾港、飯田港、輪島港、宇出津港、

穴水港、小木港、伏木富山港、和倉港

港湾
うしつ

おぎ ふしきとやま

海岸 ３海岸
珠洲市正院町～宝立町

○宝立正院海岸
○飯田港海岸

（・鵜飼漁港海岸（農水））
七尾市和倉町

○和倉港海岸

ほうりゅうしょういん

うかい

道路 ２箇所

能越自動車道、国道２４９号沿岸部
のうえつ

砂防 町野川
まちの

港湾

空港

地すべり

海岸

地すべり（直轄事業）

道路

砂防

河川・砂防

本格的な復旧作業の権限代行等の実施
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復旧・復興の加速化に向けた体制強化

35

○ 国が権限代行等により行う復旧・復興事業を迅速に進めるため、
２月１６日に能登復興事務所を七尾市に設置するとともに、金沢港湾・空港整備事務所の体制を強化。
４月１日に能登復興事務所、金沢港湾・空港整備事務所を体制強化するとともに、上下水道の復興に向けた支援の
ため、能登上下水道復興支援室を七尾市に設置。

○ ７月３１日に、本復旧の加速化のため、上記の能登復興事務所等について、計２４人の緊急増員や組織拡充等により、
これまでの併任職員が中心の応急的な体制から、総勢１０４人の安定的な体制に移行。

国の権限代行等による災害復旧（道路・砂防・港湾等） 復旧・復興に係る体制強化の経緯

＜能登復興事務所（北陸地方整備局）＞

２月１６日 ２課・１６人体制で設置

４月 １日 ５６人体制に規模を拡充

７月３１日 増員１５人※や組織拡充等により

専属で６１人の体制を構築、８課・１出張所に組織拡充

＜金沢港湾・空港整備事務所（北陸地方整備局）＞

２月１６日 既存定員に加え９人を併任発令し体制を強化

４月 １日 定員２６人に加え実員１４人を追加配置

７月３１日 増員８人※や組織拡充等により専属で４０人の体制を構築

＜能登上下水道復興支援室（国土技術政策総合研究所）＞

４月 １日 ３人体制で設置

７月３１日 増員１人※や組織拡充により専属で３人の体制を構築

※計２４人の緊急増員

能登復興事務所の設置（２月）

上下水道の復旧・復興に係る支援
○全国の自治体の上下水道職員や関係団体などと連携し、上下水道の応急
復旧の支援を実施。

○被災市町の復興に向けて、地域の意向を踏まえ、災害に強く持続可能な
将来にふさわしい上下水道の復旧・復興に係る支援を行う。

浄水場から配水池へ向かう
水道管の破損・露出（輪島市）

可搬式浄水装置の設置
（珠洲市）

再度災害防止に向けた
被災メカニズム調査（輪島市）



凡例
啓開箇所

輪島港 地盤の隆起により、多くの漁船が移動できない状況

２月16日より、漁船を移動または陸揚げする
ために必要な水深を確保するための啓開作業
（浚渫）を開始

飯田港 津波の影響により、船だまりで漁船が転覆し、消波
ブロックが散乱

２月27日より、船だまりの機能を回復し、漁船が
移動できるようにするため、転覆した漁船や消波
ブロックを引き上げるための啓開作業を開始

約1m程度の隆起が発生

啓開箇所位置図 啓開箇所位置図 船だまりの被害状況

被災前

被災後

船だまりの被害状況

○国土交通省が管理の一部を実施している輪島港と飯田港において、漁船が利用している船だまりの啓開作業が進展。

浚渫作業①
（グラブバケットの投入）

浚渫作業②
（土砂の引揚げ）

浚渫作業③
（土砂運搬船へ積込）

作業船 土砂運搬船

輪島港における船だまりの啓開（浚渫）状況 飯田港における船だまりの啓開状況

※PASCO提供

７月23日 啓開作業完了 ５月28日 啓開作業完了

凡例
啓開箇所

小型船舶

津波等で破壊された防波堤の
コンクリートブロック

自動車

グラブバケット

啓開作業の順番

１

２
３

１

２

３

２月20日
完了

４月４日
完了

６月25日
完了

地区２に移動した漁船

地区１に移動した漁船

仮桟橋

現 況 現 況

復旧・復興活動を支える物資輸送の拡大

漁船の移動・修繕の促進と漁業の再開

地域のなりわい再生に貢献
本格復旧に向けた浚渫を実施中の地区
（県事業）

凡例
利用可能な係留施設

災害廃棄物の
仮置き

建設資材のストック

応援職員のための
トレーラーハウス

４

４

７月23日
完了

地域のなりわい再生に向けた港湾の啓開作業状況
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津波による浸水および海岸保全施設の対応状況について

珠洲市 三崎町～宝立町
浸水面積 約106ha

今回の浸水範囲と津波浸水想定の比較
（抜粋）

津波浸水想定（H29設定）
浸水範囲：黄色の範囲まで
浸水深：3 - 5m
最大津波高：20m
到達時間（最短）：1分

能登半島地震（今回）
浸水範囲：青色の範囲
浸水深（速報）：4m程度
最大津波高：不明
津波到達時間：不明

浸水深確認地点

300m

凡 例
建設海岸
港湾海岸
漁港海岸
津波浸水範囲

権限代行による復旧工事の実施状況

宝立正院海岸

復興まちづくりの検討スケジュール（珠洲市のケース）

・津波のリスク
情報の提供

・海沿いのまち
づくり・住まい
方を踏まえた
復旧復興方針
の検討

権限代行による応急復旧

宝立正院海岸：応急完了
（R6.4）

本復旧
に着手

設計

R６年

４月
～

６月

７月
～

９月

１０月
～

海岸堤防の復旧・復興

復旧・復興本部の
設置

復興計画（案）

復興計画策定

市が行う復興計画策定

復興計画骨子

基本方針

※住民説明会や市民ア
ンケートを随時実施

す ず

〇令和６年能登半島地震後に発生した津波により、珠洲市、能登町を始め、甚大な浸水被害が発生。また、宝立正院海岸等の１2海岸（石川
県管理）において、堤防護岸の損壊等を確認。

○背後に珠洲市の中心部をかかえ、甚大な被害があった宝立町～正院町の海岸では、復旧工事を権限代行により国が実施中。R6.4までに大
型土のう等による応急対策を実施済。

○津波のリスク情報を提供するなど、珠洲市の復興まちづくり計画を支援し、この計画と整合を図りつつ、海岸堤防の本復旧を行う。
○他の海岸は必要な応急対策・立入禁止措置は実施済であり、海岸堤防の本復旧を実施予定。

ほうりゅ うまち しょういんまち
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津波に対する考え方 R6.8 珠洲市復興計画意見交換会資料より
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R6.8 珠洲市復興計画意見交換会資料より復興まちづくりパターンイメージ



４ 能登半島地震を踏まえた
災害対応力の強化
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阪神・淡路大震災

東日本大震災

熊本地震

平成７年１月１７日

平成２３年３月１１日

平成２８年４月１４日、１６日

直下型（港湾直下）

プレート境界型

直下型（内陸部）

・岸壁の前傾
・陸路による緊急物資輸送等の途絶

・防波堤の倒壊
・航路・道路の閉塞
・緊急物資・燃料等の不足

・港湾利用の輻輳

○災害発生後の物流機能の維持
・耐震強化岸壁の整備

○津波からの人命・財産の防護
・防波堤の粘り強い化

○緊急物資等の輸送ルートの確保
・緊急確保航路の指定

○港湾の最低限の機能維持
・港湾BCPの策定

○プッシュ型支援への対応
・岸壁の利用調整

○阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震等の災害を踏まえ、防災施策は常に進化。
○令和６年１月の能登半島地震を踏まえ、岸壁をはじめ一気通貫した施設の健全性の確保や、受援側・支援側

の役割を含めた防災拠点により、災害時の海上支援ネットワークを形成する。

課題 防災施策

41

能登半島地震

令和６年１月１日

直下型（半島部）

・三方を海に囲まれた半島部で陸路
が寸断・輻輳

○円滑な支援活動のための海上支援
ネットワークの形成

・広域・地域防災拠点の形成

港湾に関する防災施策の変遷
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○能登半島地震では、岸壁自体の損傷に加え、ふ頭用地の沈下・液状化等、岸壁背後の被害も多く発生。
○支援活動の円滑化のため、海上支援ネットワーク形成のための防災拠点の確保や迅速な施設復旧の体制構築が重要。

岸壁自体の損傷に加え、岸壁背後の沈下・液状化
により支援活動に制限。

耐震強化岸壁に加え、臨港道路、背後用地、航
路・泊地等、一気通貫した施設の健全性を確保
した防災拠点を形成。

港湾間の支援船の動き（線の太さは往来隻数を表す）

凡例

：主に受援側の役割を担った港湾

：主に支援側の役割を担った港湾

支援船は、能登半島地域近傍の港湾で補給等を行
い、被災地の港湾との間を往復。

離島

半島部

広域防災拠点

地域防災拠点

地域防災拠点

地域防災拠点

支援側の役割も想定した広域防災拠点と、被災地
至近の地域防災拠点により海上支援ネットワーク
を形成。

岸壁背後の被災状況

砕石・敷鉄板やバックホウ等、復旧に必要な資機材を
あらかじめ備えておくことで、迅速な応急復旧を実現。

応急復旧の事例

応急復旧実施個所

隣接駐車場の路盤材を
砕石として流用すること

で、早期に応急復旧

岸壁への車両アクセス経路確保等のため、沈下した
岸壁背後を砕石により埋め戻し。

教

訓

今

後

の

対

応

港を核とした海上支援ネットワークの形成（ハード面の施策）
R6.7 交通政策審議会答申



43

○能登半島地震では、施設の利用可否判断や国による一部管理の実施等により支援活動の円滑化に貢献。
○支援活動の更なる円滑化のため、ソフト面の施策についても推進する必要がある。

・受援側となった能登半島地域では、国による調整
で円滑な輸送ができた。（支援船運航者）

・支援側となった金沢港などでは、支援船同士の調
整を運航者が行う必要があり、入港まで時間を要
した。（支援船運航者）

・支援船の運航者が多岐に渡るため、国で一元的
に対応してもらいたい。（港湾管理者）

・支援側港湾においても輻輳が発生したが、被災が
比較的軽微であったため、国への一部管理の要
請は不可能と思い込んでいた。（港湾管理者）

港湾法に基づく一部管理の実施により円滑な被災地
支援に貢献。一方、支援側港湾では国による一部管
理は未実施。

支援物資の仮置き

プッシュ型支援等による支援物資の仮置き場が不足
し、空きスペースのあった民間のテント倉庫を活用。

災害時に活用が想定される港湾施設を有する民間
企業等との協定締結により、発災後のスムーズな民
間リソースの活用を可能に。

港湾管理者
地方自治体

民間企業等

港湾 施設

輪島港
マリン
タウン

矢田新
(第二
東)

矢田新
(第一
西)

大田3
号

1/９（火）1/7（日） 1/8（月） 1/10（水） 1/11（木） 1/12（金）

飯田港 -4.5m

七尾港

1/3（水） 1/4（木） 1/5（金） 1/6（土）

さ

ど

多用途支援艦

ひうち
（海上自衛隊）

巡視船

さど
(海上保安

庁)

豊島丸
(ピースウィン

ズ・ジャパン)

豊

島

丸

海翔丸
(九州地方

整備局)

豊島丸

調
査
完
了

調
査
完
了

調
査
完
了

巡視船のと
（海上保安庁）

海

翔

丸

巡視船

だいせん
(海上保安庁)

巡視船の

と

巡視船

ざおう
(海上保安庁)

調
査
完
了

巡視

船
やひ

こ
(海保)

巡視船

でじま
(海上保安庁)

豊

島

丸

豊島丸

ナッチャン

World

（防衛省）

さ

ど

で

じ

ま

さ

ど

巡視船

みうら
(海上保

安庁)

ひうちフェリー粟国→

(日本財団)
←巡視艇

かがゆき

(海保)

フェリー粟国→

←東駿

丸
(東ソー

物流)

護衛艦せんだい
（海上自衛隊）

ざ

お

う

調
査
完
了

支援側港湾の管理者への情報提供により、国による
一部管理等を通じて支援活動を円滑化。

変状計測を
自動化

情報共有ツールを用いて
遠隔地で利用可否判断

例：重力式岸壁

堤体の沈下

堤体の傾斜

法線の出入り
エプロン背後の沈下

民間のリソースの活用事例岸壁の利用可否判断の事例 国による一部管理に関する関係者からの声

即日で判断
事前の解析結果と現地
での簡易な計測を照合

事例
①

約２週間で
判断

潜水等現地での詳細調
査や施設の解析を実施

事例
②

設計時に想定地震動での施設の変位等を解析

支援船等の運航のため岸壁の利用可否判断が求
められたが、施設の設計時の図書の有無により利
用可否判断に要する時間に大幅な差。

施設の計測の自動化・遠隔化や、解析結果等
必要な情報の共有ツールの活用により、施設
の利用可否判断を迅速化。

教

訓

今

後

の

対

応

港を核とした海上支援ネットワークの形成（ソフト面の施策）
R6.7 交通政策審議会答申



人口・資産が高度に集積する臨海部

【出典】工業統計表（地域別統計表）（値は2021暦年値）

（約323兆円）

港湾所在市区町村
約46％ (約148兆円)

その他（内陸部も含む）
約54% (約175兆円)

【出典】全国都道府県市区町村別面積調（2022.10.1現在）

（約38万km2）

その他(内陸部も含む）
約68% (約26万km2)

港湾所在市区町村
約32％ (約12万km2)

【出典】総務省自治行政住民制度課編

「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」（2021.1.1時点）

（12,665万人）

港湾所在市区町村
約47％ (5,926万人)

その他（内陸部も含む）
約53% (6,740万人)

東京港（東京都）

大阪港（大阪府）

呉港（広島県）

千葉港（千葉県）

全国の面積に占める港湾所在市区町村の割合

背後地が大都市やみなとまち

物流・産業機能が高密度に集積
全国の製造品出荷額等に占める港湾所在市区町村の割合

我が国の人口に占める港湾所在市区町村の割合

日本の貿易量の

99.5％は

港を通じた海上輸送

【出典】
・総貿易量 ： 港湾統計（2021年）
・総貿易額 ： 貿易統計（2021年）
・海上コンテナ・海上非コンテナ比率：港湾統計（2021年）
・航空・海上比率：貿易統計をもとに国土交通省港湾局作成（2021年）

総貿易量

約11億
トン

航空
0.5%

海上コンテ
ナ
22.2%

海上（非コンテナ）
77.4%
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近年の主な高潮・高波災害

45

○台風21号（平成30年9月4日）

・大阪港、神戸港において、昭和 36 年（1961 年）の第二室戸台風以来 50 年以上ぶりに既往最高潮位を更新する潮位が発生。
・浸水被害が多数発生し、コンテナの航路・泊地への流出等により、神戸港で２日間、大阪港で３日間、港湾機能が停止。

○令和元年房総半島台風（令和元年9月9日）

・各地で既往最大を上回る最大風速・最大瞬間風速を記録、東京湾湾口部では既往最高を更新する最大有義波高を観測。
・横浜港（福浦地区）では、高波による浸水により483事業所が被災。

トランスファークレーンの倒壊（大阪港）

384社 約250億円の被害が発生した工業団地
（大企業や一部事業者を除く）

被災した工業団地（横浜港）

コンテナの流出（神戸港）

倒壊した空コンテナ（横浜港）

コンテナの浸水による火災（神戸港）

2018.9.5 朝日新聞デジタルより

護岸の損傷（横浜港）



【参考】気候変動に伴う外力の変化とその影響

○ 気候変動に伴い、港湾の施設の設計に影響のある ①平均海面水位、②潮位偏差、③波高 が増加。

○ 気温の２℃上昇シナリオ注）の場合、 ・ 2040年までの間は、 ①平均海面水位、②潮位偏差、③波高 が増加。
・ 2040～2100年の間は、 ①平均海面水位 のみが増加。

○ 2100年までに１．４ｍ程度の嵩上げが必要な施設の場合（※1）、2040年までには１ｍ程度の嵩上げが必要となる。
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協働防護が行われ
なかった場合に
想定される浸水被害

気候変動に伴う外力の変化

+1m程度

※1 東京港海岸の防潮堤における、モデル

台風により推計した潮位偏差・波高に対
する必要嵩上げ高さのうち、最大値の
1.4mを例示
（出典：東京港海岸保全施設整備計画
（令和５年３月東京都港湾局））

※2 実際に観測された潮位と天文潮位（満

潮・干潮のように、月や太陽の起潮力に
よって起こる潮位）との差。

+0.4m程度
（合計：1.4m程度）※1

現在 2040年時点 2100年時点

①平均海面水位の上昇

②潮位偏差（※2）の増加

③波高の増加

→気温上昇に伴う南極・
グリーンランド等の氷の溶解
及び海水の熱膨張

→台風の強度の増大

に伴う海水面の吸い上げ・
吹き寄せの増大

→台風の強度の増大に伴う
風速等の増大

平均海面水位

潮位偏差

波高（打ち上げ高）

余裕高

注）パリ協定では，世界共通の長期目標として産業革命以前からの気温上昇を2度に設定。
将来の気温上昇が2度に収まっても，平均海面水位は上昇を続けることが予測されている。

○ 港湾には、公共・民間の多様な主体が集積しており、一部の主体が所有する護岸の嵩上げ等が不十分

である場合、港湾全体に浸水被害が及び、物流機能や産業機能に支障が生じる恐れ。

平均海面水位の上昇

日本の気候変動2020(詳細版)より
（文部科学省 気象庁 2022年12月）

港湾における気候変動適応策の実装方針
より港湾局作成

RCP2.6



【参考】「協働防護」による港湾の気候変動適応

①災害から「守る」 ②災害から「逃れる」

③災害時に「助け合う」

防護機能の強化

［国・港湾管理者・民間］

● 防潮堤・護岸等の整備・嵩上げ

● 胸壁・陸閘等の整備・嵩上げ

● 用地の嵩上げ

● 水門・陸閘等の自動化

浸水被害の軽減

［港湾管理者・民間］

● 電源設備の嵩上げ

● コンテナの固縛

● 流出防止柵の設置

［国・港湾管理者・民間］

● タイムラインの考え方を

取り入れた港湾BCPの作成

● 災害時応援協定の締結

● 施設協定の締結

避難体制の強化
［国・港湾管理者・民間］

● ハザードマップや危険箇所マップの作成

● 総合的な避難訓練の実施
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○様々な関係者が集積する港湾地域において、気候変動への適応を図るためには、すべての関係者が協働し

て気候変動への適応水準や適応時期に係る共通の目標等を定めるとともに、協定等に基づきハード・ソフ

ト一体の各種施策を進める「協働防護」の考え方に基づき、総合的な防災・減災対策を進めることが必要。

防護エリアの集約化

［国・港湾管理者・民間］

● 老朽化した施設の用途廃止や再編・高度化

による港湾機能の集約・防災機能の向上



【参考】 ＴＣＦＤ提言と気候関連情報開示
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その他の動き 「船舶医療船」
［出典］船舶活用医療推進本部会合（第１回） R6.7.9開催
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災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律
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船舶を活用した医療提供体制の整備（船舶関係） （案）
［出典］船舶活用医療推進本部会合（第１回） R6.7.9開催
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船舶医療船の運用開始に向けた主なスケジュール（案）
［出典］船舶活用医療推進本部会合（第１回） R6.7.9開催
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まとめ

令和６年能登半島地震の特徴 地震

隆起/（沈降）
液状化

津波

直面する課題 複合災害

担い手の減少

リソースの不足

半島部で発生

国が代行して災害復旧を迅速化

切迫する大規模
地震の発生

対応策
ハードとソフトの連携

デジタル技術の有効活用



ご静聴ありがとうございました


